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 鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を

次のように定める。 

  令和８年２月 24 日 

                           鴨川市長 佐々木 久之   

 

鴨川市告示第 27号 

   鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する告

示 

 鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付要綱（平成 29 年鴨川市告示

第 40 号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「配置する事業」の次に「及び言語聴覚士を配置する事業」を、「以下」

の次に「これらを」を加え、同条第２項中「人件費の額」を「人件費及び言語聴覚士を配

置するために要した委託費の合計額」に改める。 

 第７条第４号中「前３号」を「前４号」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号の

次に次の１号を加える。 

 (４) 言語聴覚士の配置に係る委託契約書の写し 

 
「(３) 給与支払明細書の写し（職員定数を超えて配置している 

 (４) 上記のほか、市長が必要と認める書類 
 別記第５号様式中 

 

保育教諭等の給与に係るもの） 

             」 
を 

「(３) 給与支払明細書の写し（職員定数を超え 

 (４) 言語聴覚士の配置に係る委託契約書の 

 (５) 上記のほか、市長が必要と認める書類 

て配置している保育教諭等の給与に係るもの） 

写し 

                     」 

に改める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行し、令和７年度以後の年度分の予算に係る補助金につい

て適用する。 


